
家庭用可燃ごみ袋の臨時措置について 

中東情勢の影響により、三戸町、田子町、南部町（南部地区、名川地区）の店舗で 

指定ごみ袋が品薄 となっています。 このため、指定袋以外の袋で排出されたもの

を収集いたします。 

【実施期間】 

令和 8年 6月 22日（月）〜7月 31日（金） 

【収集できる袋】 

• 45 リットルまでの袋 

• 透明袋または半透明袋 

• レジ袋（中身が見えるもの） 

【収集できない袋】 

• 46 リットルよりも大きいサイズの袋 

• 黒色などの袋 

• 肥料袋・飼料袋など産廃系の袋 

 

【お問い合わせ先】 

三戸地区環境整備事務組合 電話 0179-25-2113 

田子町住民課          電話 0179-20-7113 

 


